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賃金とは

経営学の観点から

Ⅰ　賃金管理を通じた経営目標達成

　人的資源管理論において賃金を論じるということ
は，企業経営に資する賃金のあり方を示すという経営
学的アプローチをとることを意味する。
　Barnard（1938）によると，ある目的の達成のため
に互いに協力する意思のある人々が集い，実際にコ
ミュニケーションをとって協働する時，そこに「組
織」があると見なせる。組織のメンバーは，自分たち
による組織への「貢献」以上の「誘因」を組織から受
け取ったと知覚する場合に，協働を継続させる。そし
て組織は，目的達成のために必要な「貢献」を各メン
バーから引き出すための「誘因」を提供する。「貢献」
とは，端的に言うと実際の労働を指す。「誘因」には，
賃金や企業内の地位といった経済的報酬に加え，様々
な非経済的報酬も存在する。
　「誘因」としての賃金には，何が企業への貢献であ
るかという基準を定め，その基準をどの程度満たして
いるのかを従業員に伝えることが期待される。組織目
標と整合した個人目標を内在化した場合，従業員の活
動は，自律的でありながらも企業活動の範囲から外れ
ない。また，期待充足の程度，すなわちパフォーマン
スの大小に応じて個人の賃金の水準を決定する場合に
は，企業が定めた基準を受容できない人々の退出と，
受容できる人々の参加や定着が促進される（Lazear�
2000）。

Ⅱ　報酬と賃金をめぐる複雑性

　経営目標の実現に深く関わる賃金であるが，企業が
採用すべき賃金形態を一義的に定めることは，現実的
には困難である。
　そもそも，経営目標の達成のために従業員を動機づ
ける手段として，賃金は唯一のものではない。例え
ば，組織への帰属意識，他組織に所属する人に対する
優越感，魅力的な職務内容といった非経済的な報酬
も，従業員の職務遂行意欲を高める。また，一言に経
済的報酬と言っても，月例賃金や賞与，さらには種々
の福利厚生が存在する。
　従業員の満足感，あるいはその前段階としての公正
感の向上につながる，様々な報酬を適切に組み合わせ

た「トータル・リワード」を提供する際には，（1）従
業員が報酬に対してどのようなニーズを持っているの
か，そして（2）各ニーズにどのような報酬によって
対応するのか，を問うのが有効である。従業員のニー
ズの例としては，「自らの生活を営む」「成長を実感す
る」「他の従業員との一体感や連帯感を得る」「他の従
業員と比べて公平な水準の報酬を確保する」が挙げら
れる。
　企業としては，どのニーズにどういう報酬で対応す
るのかを検討しなければならない。例えば賃金一つ
とっても，それは生活保障給や年功給にもなりうる
し，従業員のパフォーマンス─例えば，職務遂行能
力の蓄積や発揮，あるいは実際の成果─の高低に対
応したものにもなりうる。つまり，モチベーターとし
ての賃金の守備範囲は存外に広い。
　もっとも，従業員のニーズと賃金ポリシーの対応関
係は，一対一の形では特定しがたい。経営理念浸透活
動などの他の組織内コミュニケーション手段との連携
次第ではあるが，いずれの賃金ポリシー，および種々
のポリシーを組み合わせた結果としての賃金形態も，
経営目標の達成に向けて従業員を（直接的～間接的に）
動機づける手段となりうる。また，例えば，従業員の
生活保障は手厚い福利厚生によって対応できるなど，
従業員のニーズの全てに賃金のみで対応する必然性は
高くない。
　賃金の多くは従業員のパフォーマンス，組織への貢
献に連動している。こうした賃金を，本稿では（広義
の）「業績給」と呼ぶ。業績給は，（1）何をもって業績
と見なすか（主観～客観，インプット～プロセス～アウト
プット），（2）業績をどのレベルで捉えるのか（個人～
職場集団～企業全体），（3）業績と賃金水準をどれだけ
連動させるか（「インセンティブ強度」），といった点で
多様である（Gerhart�and�Fang�2014）。従業員一人ひと
りの賃金を誰が決定し，決定者と被決定者の間でどの
ようなやり取りや情報共有があるか，という側面での
多様性も無視できない（Shaw�and�Gupta�2007）。
　賃金形態を確立する際には，従業員のニーズのみな
らず，企業の組織上・戦略上の特性や，企業を取り巻
く環境における様々な要因を考慮に入れる必要があ
る。例えば Wageman�and�Baker�（1997）によると，
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職務遂行における相互依存性が高いことが，集団業績
に連動した報酬制度の有効性を促進する。また，どの
ような報酬制度が支持されるかは，従業員の社会的・
文化的背景によって異なる可能性がある（Chiang�and�
Birtch�2012）。労働市場や法制による影響も当然ある。
こうした企業内外の様々な要因の全てに十全に対応す
ることは，個別の対応の間に矛盾が存在することもあ
る（Friedland�and�Alford�1991）ため，極めて困難であ
る。企業としては，適応すべき要件とそうでない要件
についての何らかの選択が求められる。
　なお，経営目標の達成という観点からすれば，従業
員の職務遂行意欲の向上だけを目指せばよいわけでは
ない。従業員の能力開発に加え，従業員への効果的な
業務配分や従業員間連携のパターンの構築といった組
織デザイン，あるいは目標達成に資するような組織の
風土や文化の醸成にも，労力を注ぐ必要がある。これ
らの多くは，報酬管理とは直接的には関連せずになさ
れることが多い。力点を置くべき管理活動についての
選択が，ここでも求められる。
　賃金に関する経営学的な研究は，こうした複雑性を
前提とした上で，いかなる賃金形態が企業目標の達成
につながるのかを解明しなければならないのである。

Ⅲ　賃金による動機づけの是非

　業績給，特に個人の業績に応じて水準が上下するよ
うな賃金形態への関心が高まるにつれて，それへの批
判的な言説も多くなった（e.g.�Kohn�1999；高橋�2004）。
例えば，「従業員を動機づけない」「仕事そのものに対
する深い関心を，従業員から奪い取ってしまう」「職
場内の連携を阻害する」「所定の目標に従業員を過度
に集中させ，創造性を阻害してしまう」「高い評価を
確実に得られる業務しかやりたがらない」「業績を適
切に測定するのは困難である」といった批判である。
こうした批判の根拠として，従業員の動機づけについ
ての社会心理学や組織行動論における議論（e.g.�Ryan�
and�Deci�2000）や，「マルチタスク問題」などを指摘す
る経済学的な議論（e.g.�Milgrom�and�Roberts�1992）が，
度々引用された。
　実際にそうした批判を裏づけるような事象が発生し
ていることは否定できない。しかし，広い意味での業
績給という発想そのものを否定するのは，理論的に適
切ではない。賃金にまつわる問題の多くは，「業績を
どう捉え，どの程度のインセンティブ強度を持たせ，
どのような処遇決定過程にするか」という制度設計の
局面（Gerhart�and�Fang�2014；中村・石田編�2005），当
初の意図とは異なる意思決定を評価者が行いがちにな

るという制度運用の局面（宮本�2008；Molinsky�and�
Margolis�2005），で発生しているからである。
　賃金実務の当事者の「制約された合理性（bounded�
rationality）」を重視した結果として業績給を導入しな
いという判断は，現実的にはありうるだろう。既に見
たように，従業員を職務遂行に向けて動機づける方法
は，業績給以外の賃金，および賃金以外の経済的～非
経済的な報酬の領域を見ても様々存在する。また，経
営目標達成のために，従業員の動機づけ以外の領域で
取り組める（取り組むべき）ことは多くある。
　しかし，業績給を導入しないという判断の根拠を業
績給の理論的欠陥に求めるような「すり替え」は避け
るべきである。確かに，業績給が従業員による「統
制・束縛されている」という感覚，ひいては内発的な
動機づけの低下を引き起こす可能性はある。しかし，
業績給の算定基準が示されることで，従業員が自らの
活動の有意味性や自らの有能感を知覚する可能性も，
同時に存在する（Fang�and�Gerhart�2012）。こうした算
定基準が，従業員にとって明快，あるいは適切なもの
と認知される場合には，この効果はさらに高まろう

（Lock�and�Latham�2004）。
　確かに，個人業績に強く結びついたインセンティブ
が効果を発揮するのは，職務内容が単純である時

（Jenkins�et�al.�1998）や従業員が業務に魅力を感じない
時（Weibel,�Rost�and�Osterloh�2009）など，限定的であ
ろう。また，そうした職務は，企業経営の高度化に
伴って年々減少している。しかしそのことは，業績給
そのものが無意味であることを意味しない。従業員の
職務内容が複雑化するのに即して，集団や組織の業
績，主観的指標で捉えられる業績，プロセスやイン
プットとしての業績に着目したり，インセンティブ強
度を調整─ある部分で強め，別の部分で弱める─
したりすることを検討すべきなのである。

Ⅳ　賃金をめぐるコミュニケーション

　従業員の企業への貢献の大小を測る評価制度やそれ
に立脚した賃金制度が複雑になるほど，企業と従業
員，賃金水準を決定する側とされる側の間でのコミュ
ニケーションが重要になってくる（Shaw�and�Gupta�
2007）。それは，単に制度が複雑だからではなく，こ
うした制度においては，企業として重視する要因につ
いての，ある意味では恣意的な選択が含まれるからで
ある。
　この種のコミュニケーションを長く論じてきたの
が，組織的正義－公正論（organizational� justice-fairness）
である。この議論によると，コミュニケーションの適
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特　集　この概念の意味するところ

切性は，第一に，報酬決定の手続きに根差している。
具体的には，従業員の発言機会，実際の決定における
従業員の影響力，手続きの首尾一貫性，評価バイアス
の排除などである。第二に，報酬決定時の対人関係に
根差している。具体的には，評価者から被評価者への
経緯や配慮などである。第三に，報酬決定時に交わさ
れる情報に根差している。具体的には，評価者から被
評価者への，適切なタイミングでの情報公開などであ
る（Colquitt�2001）。
　もちろん，賃金や評価についてのコミュニケーショ
ンをとろうにもとれないという局面もあるし，賃金や
評価への従業員の公正感・納得感は，従事する職務の
魅力や周囲の人々との関係性など，賃金や評価に直接
関連しない要因によっても形作られる（江夏 2010）。
しかし，考課者訓練も含め，コミュニケーションの体
系化・適正化の努力を，経営者や人事担当者は惜しむ
べきではない。こうした努力は，従業員を職務遂行に
向けて動機づけ，企業目標が達成されるための必要条
件となる。
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